
個人住民税申告の電子化について

年金だより
年　金

個人住民税（個人町民税・県民税）申告について、令和8年度申告分（令和7年分の収入に対する申告分）より、スマートフォ
ンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、電子申告を行う制度が始まりました。

対象は確定申告の必要がない方で、自宅から住民税申告情報を送ることができます。

詳しくは、高森町のホームページ
をご覧ください。

QRコードは次のとおりです。

※�電子申告サービスのQRコードは
次のとおりです。

問 税務課 税務係　☎０９６７－６２－１１２３

問	高森町観光推進機構　☎０９６７－６２－２３００

新酒とふるさとの味まつり第38回

2月7日（土）から3月8日（日）
【メインイベント】【メインイベント】
3月8日（日）3月8日（日）
時間：午前11時から時間：午前11時から
場所：高森町交流センター場所：高森町交流センター

＜退職などにより保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度をご利用ください＞
●知っていますか？国民年金保険料の免除制度

保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基
礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
【免除（全額免除・一部免除）制度】
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【納付猶予制度】
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

●退職（失業等）により納付が困難な方は、特例免除を申請できます
所得の審査対象となる退職（失業等）された方の前年所得をゼロとして審査します。
失業の事実が確認できる証明書類の写し（雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など）を添付してください。
なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付をしたことが
ある場合は、あらためて添付をする必要はありません。

●令和7年度分の免除・納付猶予制度の申請時期について
令和7年度分（令和7年7月分〜令和8年6月分）の保険料の免除・納付猶予の申請は、令和7年7月1日から申請可能です。

●マイナポータルを利用した電子申請で簡単に手続きができます
マイナポータルを利用した電子申請で24時間365日、どこからでも簡単に保険料の免除・納付猶予の申請ができます。
マイナンバーカードとその受け取り時に設定したパスワードをご準備いただき、マイナポータルの利用者登録をして
ください。利用者登録が完了すると、申請手続きができます。
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